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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

市長室 広報課 

２ 監査実施日 

  令和７年１月３０日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年２月１９日（平塚市監査委員公表第３号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、その他歳入につい 

て、納付書によらなければならないとこ

ろ、納入通知書で収入していた。 

契約事務において、広報紙作成用コン

ピューターの賃貸借について、規則に定

められた期間内に契約を締結していな

かった。 

平塚市財務規則等に則り事務処理の

方法を再度確認し、今後の事務執行に当

たり適正な措置を講じられたい。 

 

財務に関する事務 

 

（１） 収入事務においては平塚市財務規則の

確認不足が原因であり、契約事務におい

ては平塚市契約規則の確認不足が原因で

あったため、担当者のマニュアルに適用

条項を含めて正しい事務手順を記載し、

適正な事務の執行に努めます。 

 

 

 

 

 



１ 監査実施対象課 

公営事業部 事業課 

２ 監査実施日 

  令和７年１月３０日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年２月１９日（平塚市監査委員公表第３号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、売店賃貸料に係る 

納期限の設定誤りや売店使用料に係る

督促状の未発送があった。 

契約事務において、個人情報取扱特記

事項に基づく個人情報を取り扱う場所

並びに責任者及び従事する者について、

書面による受注者からの報告漏れが複

数あった。 

関係法令等に則り事務処理の方法を

再度確認し、今後の事務執行に当たり適

正な措置を講じられたい。 

なお、収入事務における指摘が続いて

いることから、課内での情報の共有を図

るとともに、担当者及び決裁者による確

認体制を強化し、関連規程等に則り事務

が適切に履行されるよう指導を徹底さ

れたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 売店賃貸料に係る納期限の設定誤りに

ついては、法令、条例、規則などに納期

限の定めがない場合、納期限は通知の日

から２週間以内にしなければならないこ

とを課内全体で再確認しました。また、

納入通知書の作成にあたっては、職員２

名で納期限が適切に設定されているか確

認を行い、適正な事務執行に努めます。 

売店使用料に係る督促状の未発送につ

いては、納期限までに完納しない者があ

るときは、遅くとも納期限後３０日以内

に文書で督促状を発しなければならない

ことを課内全体で再確認しました。また、

事務マニュアルに督促状の取扱いを記載

し、適切な事務執行に努めます。 

個人情報取扱特記事項に基づく報告漏

れについては、個人情報を取り扱う場所、

責任者及び業務に従事する者を定め、書

面により報告しなければならないことを

課内全体で再確認しました。また、職員

２名で提出書類に漏れが無いか確認を行

い、適正な事務執行に努めます。 

 

      

 以 上 


